
 

 

 

 

 

  

 

 

令和７年中の「特殊詐欺」等の認知状況

【統計：茨城県警察ニセ電話詐欺対策室】 

※預貯金詐欺とは・・・警察官、銀行職員、市町村職員等を装い、「あなたの口座が犯罪に利用されています」、「医療費などの還付

金があります」などと言ってキャッシュカードなどをだまし取る手口です。 

※被害額：キャッシュカード手交型及びすり替え型におけるＡＴＭ引出（窃取）額を含む。 

◆警察から電話やＳＮＳで「あなたに逮捕状が出ている」「保釈金を支払えば逮捕さ

れない」「あなたの口座内のお金を調査する」等と振込を求められたら全て詐欺！ 

◆未納料金やパソコンのウイルス除去費用を「電子マネーで支払え」は全て詐欺！ 

◆「鞄を紛失した」等と言ってお金を要求する息子や孫からの電話は全て詐欺！ 

◆「キャッシュカードを預かる・確認する」は全て詐欺！他人に渡さない！ 

  ※ 警察官や銀行員がキャッシュカードを取りに来ることは絶対にありません。 

☎「留守番電話」設定又は「防犯機能付き電話」を活用しましょう。 

茨城県警察本部生活安全総務課 

【被害防止の対策】 

◆「SNS で見知らぬ人からメッセージ」が来て、投資を勧められたら詐欺！ 

※ 金融庁のウェブサイトで金融商品登録業者等に登録されているか確認しましょう。 
◆「SNS で知り合い、実際に会ったことのない相手」から投資・副業を勧められたら詐欺！ 

 

 

 

ウェブサイトやＳＮＳ等の広告をクリックすることから始まる場合もあります。 

無登録業者

とは、取引 

しないように 

しましょう。 
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